
令和３年８月1日から、
育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用
継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不
要にします。
※手書きで申請書を作成する場合は、引き続き必要になります。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク LL030514保01

育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢者雇用継続
給付金の最初の支給申請に当たっては、申請書の記載内
容の確認書類として「払渡希望金融機関確認書類（通帳
やキャッシュカードの写し等）」を提出していただいて
おります。
令和３年８月１日以降、原則、これを不要とする取扱

いに変更いたします。

雇用継続給付等の申請を行う事業主等の皆さまへ

対象となる申請書

●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
（初回）高年齢雇用継続支給申請書

〈高年齢雇用継続給付金〉

〈育児休業給付金〉

●育児休業給付金受給資格確認票・
（初回）育児休業給付金支給申請書

〈介護休業給付金〉

●介護休業給付金支給申請書



ハローワーク品川 雇用継続課

注意③ 口座名義（外国籍の方の場合）

外国籍の方で口座名義がアルファベットの場合や、ハローワークに登録
している氏名と異なる場合は備考欄に銀行登録の氏名を入力して下さい。

注意② 口座名義

旧姓は不可
育児休業給付金申請の際に
振込不能となるケースが多
くみられます。申請者氏名
と口座名義が一致している
か、ご確認下さい。

注意① 口座番号桁数 ※ ゆうちょ銀行の場合

品川 花子
ｼﾅｶﾞﾜ ﾊﾅｺ

口座名義は「ｼﾅｶﾞﾜ ﾊﾛｰﾜｰｸ ﾊﾅｺ」です

1 1 9 6 0 0  1  2  3  4  5  6  1

例
下記の記号番号欄には、

記号５桁 番号８桁
を入力します

※ 例のように番号が７桁
の場合は番号の前に０を
足して８桁にして下さい

こちらの内容は

入力不要 です

ここに0を足して８桁にする

ご申請前に再度ご確認下さい
入力誤りがある場合、入金が遅れる可能性があります


